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件 

名 

北川で治水上支障となる伐採した樹木を無償配布 

～小浜市府中地区で約１０トンを期間限定配布～ 

 

 

概 

 

要 

 

福井河川国道事務所では、北川で治水事業を進めています。下流部の小浜市や中流部の若狭

町において、洪水時の流下能力を向上させるため、生態系への影響を考慮しながら河道内で繁

茂した樹木を伐採しています。今回伐採した樹木について、資源リサイクルの観点から、希望者

に無償配布します。申し込み方法等は以下のとおり。 

   ■申し込み方法・期限 

     所定の申込書に必要事項を記入し、３月8日（金）～３月１５日（金）までに申し込み 

   ■受け渡し日 

     平成２５年３月２３日（土） ９時～１５時 

   ■配布予定人数 

     先着３０名様程度とし、配布数量(約１０トン)に達ししだい申し込みを終了させていただき

ます。  

   ■申込先 

  福井河川国道事務所北川出張所へFAXまたはE-Mailで申込 

    FAX：0770(56)1618   E-Mail：info-fukui@kkr.mlit.go.jp 

 

  または福井河川国道事務所のトップページにある「伐採樹木無償配布の申し込み」 

  のバナーからお申し込み下さい。 

    http://www.kkr.mlit.go.jp/fukui/ 

 

 

     

取扱い   

   

 

同時配布 福井県政記者クラブ 
 

 

 

   

  

  

 

〈問い合わせ先〉 

近畿地方整備局福井河川国道事務所 

電話：０７７６－３５－２６６１（勤務時間中） 

電話：０７７６－３５－２６６２（夜間・休日） 

 

副所長      宇野 孝一（内線：２０４） 

河川管理第一課長 竹中 宏徳（内線：３３１） 

 

 

 



【お知らせ】 
 

北川（河川内）で伐採した樹木を希望者の方に無料で配布します！ 
 
 国土交通省福井河川国道事務所では、河川内に繁茂した樹木が洪水時に支障となるため

定期的に伐採しています、もちろん生態系への影響を考え有識者から助言を受けつつ伐採

を進めています。伐採した樹木は資源リサイクルの観点から、希望者を募り無償で提供す

ることになりました。 
 伐木をご希望の方は、申込書に必要事項を記入の上、申し込んでいただくこととしてお

ります。 
 
【ご案内】 
① 提供伐木について 

河川内に自然に繁茂している樹木で、主には柳類です。 
  これらの伐木は、薪、キノコ栽培、ガーデニング、チップ材、パルプ材、椅子など家

具材、コースター製作などの木工工作材など、様々な用途があると思います。自家消費

していただけるのなら、キャンプ場等事業者でも結構です。 
② 提供伐木の形態 
  長さ１ｍ程度に切っています。直径は太いもので３０cm 程度のものもあります。 

（写真－１参照） 
 
【お渡し条件】 
 伐木の受け渡しは、以下の条件を守っていただきます。 
 ① 事前申し込みをされて、確認を受けておられること。 
 ② 受け渡し場所まで自分で取りに来ることが出来ること。 
 ③ 受け渡し会場の大きさもあり、軽トラック、普通乗用車で来場すること。ユニック

等簡易クレーンは使用できません。 
④ 使用目的は自家消費することとし、営利目的での転売をしないこと。 
⑤ お渡しした伐木を一般ゴミとして出さない、あるいは不法投棄をしないこと。 
⑥ 配布量は軽トラック 1 台当たり約 3０0kg までとします。 
⑦ 過積載は絶対にしないこと。 

 
【申し込み・受け渡し方法】 
 ① 申し込み方法 
   平成２５年３月１５日（金）１６時までに別紙―1の申込用紙に必要事項を記入の

上、FAXまたは電子メールで北川出張所まで申し込み下さい。申し込み内容で当方か

ら連絡する場合があります。 
  〒917-0241 
  福井県小浜市遠敷 1 丁目 101 
  福井河川国道事務所 北川出張所 伐木無償配布担当 
  電話 ０７７０（５６）１７６４  FAX ０７７０（５６）１６１８ 
  E-Mail：info-fukui@kkr.mlit.go.jp 
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 ② 受け渡し日 
   平成２５年３月２３日(土)  
   ９時～１５時を原則とします。 
 
 ③ 受け渡し場所 
   小浜市府中地区（別紙―２）で受け渡しを行います。 
 
 ④ その他 
   今回の木は今年２月中旬以降に伐採を行っている生木です。また、今回無償配布を

行う伐木量は、約１０ｔです。申し込みは先着３０名様程度とさせていただき、予定

配布数量に達し次第、申し込みを打ち切ります。 
   また、取り置や太さによる選別はいたしません。そのため、申し込みを確認させて

いただいても希望する大きさの伐木がないことがありますので、ご了承下さい。 
お渡し後の木材の返却はお受け出来ません。 

積込・運搬作業は各自でお願い致します。また、作業は全て自己責任にてお願いしま

す。  

事故等が発生しましても一切責任を負いかねます。 

 

無償配布用 伐木写真 

 
 
 

      写真－１                    



別紙―1 

 受付番号： 北川河川内伐採木 受け取り申し込み書 
（北川出張所用）  

  申込み年月日 平成   年   月   日 

  氏  名 

  住  所 

  電話番号（携帯）※1 

  FAX番号 ※1 

  E-Mailｱﾄﾞﾚｽ ※1 

  連絡時間帯 

                          

                          

                          

                          

                          

 

  車両ナンバー※2  

  受取り予定量 

 

 

（配布量は軽ﾄﾗｯｸ1台当たり300kgを上限とします） 

希望受取時間  
  

アンケート欄 (今後の参考とするので是非ご協力お願いします。) 
 
使用目的 
 

「まき」、「ガーデニング材料」など具体的な用途を教えて下さい 
 

今回の配布情報はどのように知り得ましたか 
 
 

 
 
提供ついて 
 
 

今後、希望する量や欲しい時期、提供方法に関するご要望など 
 
 

 
その他 

ご自由にお書き下さい 
 
 

  
今後このような取り組みがあれば（ 必ず申込む・たぶん申込む・申込まない・・・・いずれか○ ) 
 

 

 
※1 希望受取日時を変更していただく場合があります。その場合には当方から連絡しますので、(携帯)電話番号、ＦＡ

Ｘ、E-mailアドレスなど、連絡が取れる方法等を記入して下さい(最低一つは記入して下さい)。 
※2 当日引取りに使用する車両のナンバープレート番号を記載下さい。 
※ 個人情報の取扱について 

送付頂いた情報は、伐木の無償配布の目的のみ利用します。その他の用途に利用することは一切ありません。

～禁止・お約束事項～ 
・受渡しは再利用による有効活用を目的としており、営利目的の転売は禁止します。 

 ・配布場所まで取りに来られる方のみに配布します、また軽トラック等で来場すること。２ｔトラックは入れません

 ・ユニック等、簡易クレーンは使用できません。  

・予約・保管・仮置き等の要望にはお応えできません。 
 ・持ち帰った伐木は不法投棄せず、責任を持って処理して下さい。 

・積み込み・運搬時の事故等については、国土交通省は一切責任を持ちません。 

・お渡し後の木材の返却はお受け出来ません。 

 ・その他案内に書いてある事項の他、事務所の担当者の指示に従っていただくことがあります。 
 以上のことをご確認のうえ、以下の署名をして下さい。 
  （電子メールの場合は引取時に 捺印したものをご持参下さい。） 
    署名（捺印）：              印 

事務局使用欄 配布予定：平成２５年３月２３日  ＡＭ・ＰＭ   ： 



 
別紙―2 

案内図 
 

配布場所

 

 
小浜市府中地区 丸山橋左岸上流（府中水防資材備蓄庫裏）です。 

 
 
なお、下図は伐木箇所前後の写真です。生い茂っていた木がなくなり、水の流れが良くな

る効果がでました。 

伐採前 伐採後 




